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ミ
ロ
オ
の
金
在
き
凶
際
交
換
決
済
制
再

貨
幣
の
韓
日
速
度
の
構
想
に
就
い
て
・
.

貨
幣
自
韓
の
限
界
致
用
・

A
P
H叫

?~ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
ー
の
経
済
設

支
那
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
就
て

一
一
間
一
同
シ
ユ
ピ
イ
ト
ホ
ブ
と
ハ
イ
エ
ク

新
着
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題

日
谷
古
士
谷

仁1

古
口
一
彦

経

主

主

松

岡

孝

児

卸

22T士
有

井

治

法

月

半

士

正

井

破

次

M
M

尚
早
士
相
時
秀
一

極
済
問
中
士
黒
松
巌

経
泊
四
千
土
手
行
霊



貨
幣
向
穂
の
限
界
効
用

第
間
十
巻

ムハ

O
凹

第

盟主

『

ー一
一

貨
幣
白
煙
の

限

界

放

用

(
下
)

正

:jf: 

敬

ヨた

治
の
如
き
が
私
仁
於
け
る
作
九
枇
m
自
聞
の
一
限
界
致
用
い
悶
寸
る
概
念
的
の
説
明
で
め
る
い
か
、

:mr 
じ~)

品川
、出

.. I-I~~ 
J-:~ 

幣
CT) 

f，n: 

界
致
用
が
、
私
に
於
て
は
ま
た
、
貨
幣
の
主
観
的
債
値
と
一
五
は
る
、
も
の
う
異
の
委
で
あ
る
。
蓋
、
貨
幣
艇
情
的

の
債
格
論
に
於
て
は
、
問
題
の
重
心
は
債
格
に
影
響
ぞ
及
ぼ
す
所
の
貨
幣
側
の
原
因
と
い
ふ
一
駄
に
存
す
る
の
で

あ
る
が
、
今
若
し
ぞ
の
原
固
な
貨
幣
債
値
の
費
動
と
い
ふ
こ
と
に
置
〈
こ
と
が
一
般
に
許
き
る
、
も
の
と
す
る
な

ら
ぱ
、
こ
の
場
合
の
貨
幣
債
値
は
数
量
説
(
所
得
設
を
も
含
め
た
る
)
に
謂
ふ
所
の
貨
幣
債
値
で
は
な
く
し
て
、
右
に
私

の
云
ふ
が
如
き
貨
幣
債
値
で
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、
数
量
説
に
於
け
る
貨
幣
債
値
は
買
は
る
う
商
品

の
致
用
に
依
存
す
る
所
の
貨
幣
の
致
用
を
以
て
そ
れ
の
基
礎
と
す
る
も
の
で
ゐ
h
ノ
、
従
っ
て
そ
れ
は
債
格
と
相
表

一
長
す
る
も
の
た
ら
、
ざ
る
を
得

F
る
と
同
時
に
、
ぞ
れ
は
一
五
は
Y
債
格
の
内
に
存
す
る
も
の
だ
る
に
反
し
、
私
の
い

ふ
貨
幣
債
値
は
貨
幣
白
躍
の
致
用
に
基
き
て
構
成
せ
ら
る
う
-
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
債
格
と
樹
立
し
て
云
は
Y
債

格
の
外
に
あ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
債
格
を
支
配
す
る
貨
幣
側
の
原
因
力
と
い
ふ
と
き
は
、
そ
れ
は
右
に
志
の
一
E

ふ
が
如
き
貨
幣
債
値
た
ら
ゴ
る
を
得
な
い
が
故
で
あ
る
。



蓋
、
債
格
の
要
因
た
る
貨
幣
の
債
値
が
右
の
知
き
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
は
、
こ
れ
印
ち
資
本
主
義

に
於
け
る
動
態
極
端
情
の
特
徴
で
あ
る
。
費
本
主
義
綿
棒
又
は
費
本
家
的
経
持
L
」
は
、
根
本
的
に
は
、
そ
れ
は
貨
幣

の
本
質
に
債
値
保
有
者
た
る
の
一
一
闘
を
許
す
と
こ
ろ
の
貨
幣
経
済
で
あ
る
。
非
資
本
主
義
的
の
貨
幣
経
済
に
於
て

は
貨
幣
は
躍
な
る
購
買
手
段
で
あ
り
ま
七
指
固
謹
で
あ
る
。
斯
の
加
き
貨
幣
経
済
に
あ
り
で
は
貨
幣
の
貯
蓄
が
像

想
せ
ら
れ
な
い
、
従
っ
て
貯
蓄
の
景
を
以
て
貨
幣
債
値
の
構
成
に
闘
す
る
質
的
要
素
た
る
貨
幣
欲
望
の
表
現
と
す

る
が
知
き
貨
幣
債
依
の
理
論
は
、

こ
の
経
持
に
於
て
は
問
題
ト
一
な
り
件
な
い
。

例
へ
ば
、

極
端
に
見
て
、

1
1
i
i
d
 

月白f
f専

日
々
に
支
排
ほ
れ
且
つ
貨
幣
の
貯
蓄
が
す
れ
玄
る
が
す
誌
に
於
て
は
、
貨
幣
躍
は
お
榊
ー
と
い
ふ
ぶ

き
構
成
の
形
式
む
も
ち
得
な
い
で
あ
り
ら
ふ
。
ぽ
一
に
婦
の
州
さ
経
済
に
於
r
は
債
格
張
問
L
t
し
ー
の
問
併
の
慣
怖
は

存
在
せ
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
資
本
主
義
貨
幣
輝
済
に
於
て
色
、
例
へ
ば
宵
越
し
の
銭
を
・
も
た
ぬ
人
々
の
枇
九
日
け

に
あ
り
で
は
、
右
の
如
き
意
味
の
貨
幣
債
値
は
生
れ
て
は
来
な
い
。

今
、
均
衡
理
論
的
の
貨
幣
債
値
説
へ
数
量
さ
は
、

つ
ま
り
静
態
に
於
け
る
貨
幣
債
債
を
問
題
B
Y
4

す
る
も
の
で
あ
る

炉
、
そ
れ
は
右
に
一
五
ふ
が
如
ラ
非
資
本
主
義
的
の
貨
幣
経
済
に
つ
い
て
珠
想
せ
ら
る
う
貨
幣
借
値
の
開
論
と
同
一

で
あ
る
。
郎
ち
論
者
は
所
得
が
組
て
購
買
貨
幣
で
あ
り
そ
れ
が
貨
幣
存
花
量
で
あ
る
と
し
て
、
而
し
て
ぞ
れ
と
買

は
る
、
両
日
間
量
と
の
閥
係
に
於
て
債
格
の
費
動
を
見
ん
と
す
る
・
も
の
で
あ
る
が
、
斯
の
如
く
な
る
限
り
、
費
本
主

義
的
経
済
運
動
の
要
因
た
る
貨
幣
貯
蓄
の
獲
化
と
い
ふ
も
の
炉
何
慮
に
か
収
り
珪
ぎ
れ
て
お
る
。
か
く
し
て
、
均

衡
理
論
的
貨
幣
債
依
説
に
よ
る
と
き
は
、
資
本
主
義
的
な
る
債
格
要
因
と
し
て
の
貨
幣
の
債
値
を
知
る
こ
L
」
が
悶

第
凶
十
巻

貨
幣
白
檀
の
限
界
効
用

ムハ

O
五

第

読

一
一



賃
借
附
自
慌
の
限
界
効
用

難
で
あ
る
。

第
四
十
巻

第
三
拡

一
二
回

六
O
六

近
時
、
フ
H

9

U
二
一
教
授
は
限
界
効
用
の
測
定
に
閲
し
て
右
金
な
芯
抜
理
的
研
究
を
試
み
し
黙
に
於
て
者
は
れ
て
お
る
↑
い
で
あ
る
が
、
教
授
は

貨
幣
の
限
芥
効
用
4T
説
明
す
る
に
際
し
て
突
の
如
〈
に
一
ー
っ
て
お
る
。
日
〈
斗
貨
幣

ω限
界
効
用
は
、
個
人
が
所
持
す
る
所
の
手
持
金
叉
は
彼
が

所
有
す
る
資
金
の
分
量
日
ち
依
存
す
る
も
の
と
凡
る
こ
と
が
出
来
る
。
新
一
U

如
き
黄
金
は
将
来
日
封
す
る
保
践
の
意
味
合
も
つ
も
ん
い
な
る
が
故
に

正
れ
は
貸
借
市
効
用
の
現
在
の
大
き
仁
影
響
を
興
ふ
る
も
の
と
看
倣
し
得
る
。
然
る
に
こ
れ
ば
貯
蓄
に
閥
係
含
有
す
る
問
題
?
あ
る
。
併
し
余
は
葱

に
て
ぼ
こ
の
駄
に
は
立
ち
入
ら

F
る
こ
と
に
す
る
一
と
(
目
白
四
国
E
V
E
n
F
u
z
z
y『

Z
E
Z
F
乞
「
己
E
E
ミ
伝
Y
E
A
E
E
d
E
E下
}
f
H
M
)

。
併
し

な
が
ち
弘
北
九

ωz札
場
に
於
亡
は
、
貯
蓄
の
問
題
，
か
償
給
明
間
l

d

て
い
内
情
一

ω限
界
ー
効
用
ぜ
決
定
す
る
。
従
つ

F

貯
蓄
や
問
胞
と
什

Y
-
Q
限
h
布

。
苦
味
I
於
川
町
る
賞
特

ι限
界
湖
周
は
説
明
ゼ
ら
れ
待
た
い
c

以
上
に
於
て
私
は
、
私
の
意
味
に
於
け
る
貨
幣
の
限
界
効
用
に
し
て
初
め
て
そ
れ
が
債
格
決
定
に
闘
す
る
貨
幣

m ¥ 
t 

一_J
X 

側
の
要
因
た
ち
得
る
こ
と
を
述
べ
七
の
で
あ
る
が
、

ぞ
れ
は
検
言
す
れ
ば
、

一
の
個
人
に
於
け
る
或
商
品
の
需
要
領
格
は
、
商
品
自
瞳
の
致
用
曲
綜
の
み

に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
る
〉
こ
と
な
〈
、
貨
幣
自
瞳
の
数
朋
曲
線
の
作
用
を
特

n 

っ
て
初
め
て
ぞ
れ
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
、

と
い
ふ
を
意
味
す
る
。
然
ら
ぱ

C 

今
、
需
要
領
格
と
貨
幣
白
臨
の
殻
用
と
の
闘
係
は
如
何
で
あ
る
か
。

上
国
に
於
て
、

。
間
営
所
得
の
量
と
し
、
与
を
所
科
各
単
位
の
間
接
致
用
の

曲
線
(
商
品
の
効
用
曲
総
)
と
し
、
己
を
貨
幣
自
瞳
の
技
用
曲
線
と
す
る
。
然
る

O 

と
き
は
ヨ
ロ
が
需
要
領
格
の
大
き
金
現
は
す
。

2

f
け
の
貨
幣
量
が
購
買
貨
幣
と
な
り

E
だ
け
が
貯
蓄
貨
幣
と
な
る
。

而
し
て
こ
の
要
素
債
格
に
於
て
は



右
の
固
形
は
所
得
の
効
用
に
闘
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
そ
の
中
に
於
て
商
品
の
需
要
債
格
を
問
題
に
す
る
は
不

こ
れ
を
究
の
如
〈
に
見
て
も
よ
い
。
与
は
貨
幣
供
給
の
山
線
で
あ
り
、
え
は
貨

幣
需
要
の
州
線
で
あ
る
、
次
に
ヨ
ロ
は
貨
幣
の
債
格
(
交
換
債
値
)
で
あ
る
、
而
し
て
こ
の
債
格
に
於
て

g
だ
け
の

合
理
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

貨
幣
炉
供
給
(
支
出
)
せ
ら
れ
口
同
だ
け
が
需
要
(
貯
蓄
)
せ
ら
れ
る
、
と
。
即
ち
何
れ
に
し
て
も
ヨ
ロ
は
貨
幣
の
一
債

格
で
あ
り
、
同
時
に
商
品
の
債
格
で
あ
る
。
右
の
知
〈
に
し
て
、
私
に
於
て
は
、
主
と
い
ふ
貨
幣
自
躍
の
致
用
拘

線
な
く
し
て
は
、
商
品
の
需
要
債
格
は
決
定
せ
ら
れ
な
い
。
元
よ
り
そ
れ
は
貨
幣
'
伊
二
の
交
換
調
象
と
見
る
限
り

に
於
て
三
あ
る
。
貨
幣
を
悶
立
の
汗
債
客
躍
と
見
Ar
従
っ
て
貨
幣
白
臨
の
殻
朋
な
る
も
の
を
認
め
ゴ
る
場
合
、
需

事
偵
格
は
何
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
る
、
か
と
一
以
ふ
ド
、
そ
れ
は
一
に
所
得
の
数
長
に
よ
っ
て
ず
あ
る
。
印
ら
む
の

同
形
に
於
て
寸
同
一
が
所
仰
の
間
接
品
川
周
仁
闘
す
お
限
界
致
川
で
あ
る
が
、
貨
物
日
踏
の
一
対
川
山
制
止
が
川
脱
L
C
一

せ
ら
れ
、
ぎ
る
場
合
、
需
要
債
格
は
右
の
如
き
所
得
の
限
界
効
用
に
依
存
す
る
も
の
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な

が
ら
斯
の
如
き
需
要
債
格
は
貨
幣
の
評
償
土
い
ふ
貨
幣
側
の
主
制
倒
的
要
因
を
無
秘
す
る
所
の
債
格
で
あ
る
。

貨
幣
白
惜
の
胡
乱
用
が
需
要
債
格
に
作
用
を
及
ぽ
す
こ
と
右
の
如
く
で
あ

J

る
が
、
次
に
貨
幣
日
曜
の
限
界
須
川
を

右
の
同
形
に
つ
い
て
祉
明
す
る
と
き
は
如
何
で
ゐ
る
か
。
問
題
は
、
貯
蓄
貨
幣
た
る
日
の
限
界
放
用
で
は
な
く
、

所
得
。
u
h

に
闘
す
る
貨
幣
白
瞳
の
限
界
効
用
で
あ
る
。
さ
て
附
形
に
よ
る
と
き
は

D
凶
に
潤
す
る
貨
幣
白
煙
の
限

界
致
用
は

2
で
あ
り
.
そ
れ
の
全
部
数
用
は
面
積
ニ
口
古
河
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
今
、
グ
-
プ

l
ク
に
於
げ
る
賀

際
放
用
(
巾
伊
豆

5
豆一一
3
・
)
の
脱
念
と
ウ
イ
ィ
ザ
ア
!
の
杢
部
俊
値
の
設
問
問
と
に
従
ふ
も
の
と
す
れ
ば
、

杢
部
品
別

貨
幣
自
組
の
限
界
効
用

諸
問
十
品
世

六
O
七

第

君主

一
二
五
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貨
幣
自
憶
の
限
昇
効
用

第
円
十
各

大

O
八

員1

2宜

一
二
大

で
J

め
る
。

是
に
於
て
か

円

C
H円

で
あ
る
と
一
五
ひ
作

用
は
(
仲
良
際
上
に
於
て
面
積

8
5

c 
同

各
単
位
の
限
界
放
別
は

。H

を
代
表
す
る
も
の
と
見
に
。

る
。
然
る
に
私
は
前
提
と
し
て
貯
替
茸
戸

討

の
大
さ
が
全
部
致

m
g
E

n
v
h
y

、，
ι

白
じ
み

1
f

に
よ
れ
ば
概
念
的
な

る
丸
信
部
数
用
の
大

3
が
現
貨
の
数
量
た
る
貯
蓄
の
町
民
に
於
て
現
は
れ
る
。

日
記
に
於
て
か
、

円
。
日
巾

B

Z

χ

は
現
時
に
は

C

H

i

l

l

 

C 
H 

で
あ
る
。

か
く
し
て
要
す
る
に
貨
幣
自
陣
の
限
界
致
川
は

寝
付
で
あ
る

0

3
T
4
 

円
。
何
百
曹
と

回

日

E
の
闘
係
営
問
論
的
に
考
察
す
る
に
、

前
の
同
形
に
川
町
て
、
~，己

f甲子
じっ
間
接
交主

A 
l性I
紡Z

" カ2、11.'
ヌI二，= 
毒差 ま

「

ν
:
L司
メ

J
l叫
仏
ト
ノ
J
引

X
U
'
H
T
h
J
A
，
、
諸
に

FU」
い
ヘ
d

J

り

i
t
-
-
、、

4
U
1
イ
E

，耐

1
l川
E
L
-
-
I
Y
A
H
G
4
1
1戸
、
力
会

vm
高山

4
2
1
4
4
/
F

ル
H

lド

i

r

7

;

〔

i

付
枠
ニ
ー
と
益
羽
川
郊
ハ

L 

E11E 
当時~~
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円

C
同
口

と
ー
一
U
i
と
は
其
一
種
動
に
於
て
削
一
の
傾
向
を
と
る
L
」
一
五
ふ
こ
L
」が

と
は
相
闘
冷
係
的
に
塾
動
す
る
。

上
闘
に
於
て
貨
幣
円
慌
の
限
界
効
用
は
貯
蓄
貨
曾
ω
一
全
部
効
用

ι
E
S
M
ω
一
山
積
で
あ

h
、

れ
の
限
界
効
用
〔
限
界
効
用
度
)
は

E
D
で
ゐ
る
と
見

τば
な
ら
向
。
併
し
な
が
ら
一
方
、
購
買
貨
幣
の
限
界

効
用
又
は
所
得
に
於
げ
る
間
接
効
用
の
限
界
効
用
は

EM
で
あ
る
。
然
ち
ば
何
故
に
自
開
効
用
と
間
接
効
剤

、
と
に
就
て
貨
幣
の
限
界
効
用
は
測
定
の
劉
を
異
に
す
る
か
。
そ
れ
は
次
の
加
古
理
由
に
よ
る
。

貨
幣
向
憾
の
効
用
曲
線
丘
と
貨
幣
間
接
効
用
(
商
品
効
用
)
の
曲
線
P
F

と
の
交
互
作
用
全
一
の
曲
線
に

で
現
は
す
も
の
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
は
上
闘
に
於
げ
る
射
線
ヘ
ロ
で
あ
る
が
、
附
線
ヘ
担
に
於
て
は
貨
幣
一
車

位
毎
に
貨
幣
向
慌
の
効
用
と
買
は
る
〉
商
品
川
町
効
用
と
が
比
岐
せ
ら
れ
る
、
其
結
果
購
買
貨
幣
の
支
出
は

n
の
駐
に
止
め
ら
れ
る
、
其
場
合
貨
幣

d 
ノ

¥¥ 4  

ι 

fイ

)n 

F 

レ
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。

故

c 
M 

z 

許
さ
れ
る
。

従
っ
て
そ
の
後
者
営
以
て
前
者
の
表
現
と
見
る
こ
と
は
理
論
的
に
可
能

で
J

の
る
。

而
し
て
ま
そ
そ

向
憾
の
許
僚
は

E
と
い
ふ
貨
併
存
在
量
(
所
得
)
を
前
提
と
し
て
行
ば
れ
る
の
で
あ
う
て

E
又
は
買
が
前
提
と
は
な
り
で
お
ら
山
。
購
買
貨

幣
が

n
動
に
於
て
止
め
ら
れ
購
買
貨
幣
量
が
っ
ヨ
に
決
定
せ
ら
る
〉
と
き
、
購
買
貨
幣
の
限
界
効
用
は

n
齢
に
於
て
測
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
肉
。



併
し
所
得
金
鶴
又
は
所
得
肖
慢
の
限
界
効
用
は

n
の
黙
に
は
関
係
が
な
い
、
何
と
な
れ
ば
所
得
金
憾
の
分
量
を
前
提
と
す
る
所
得
一
車
位
の
評
債

は

e
s
ま
で
の
部
分
に
就
て
は
行
は
れ
た
が
、
其
品
闘
の

Z
仁
つ
い
て
は
行
は
れ
て
お
ら
ね
、
故
に
所
得
自
腹
の
限
界
効
用
は
購
買
貨
幣
の
最
終

監
に
於
て
測
色
る
べ
き
色
の
で
は
な
い
か
ち
で
あ
る
。

右
の
如
き
は
元
よ
り
個
人
的
な
る
貨
幣
白
瞳
の
限
界
殻
用
と
需
要
債
格
と
の
闘
係
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
次
に
一
枇
曾

的
又
は
一
般
的
な
る
貨
幣
の
限
界
効
用
又
は
貨
幣
債
値
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
L
L
物
債

E
の
闘

係
は
如
何
で
あ
る
か
。
蓋
、
五
日
φ

に
よ
れ
ば
個
人
的
な
る
も
の
冶
組
合
が
祉
合
的
な
る
も
の
な
る
が
放

μ
、一枇ん
M
H

的
な
る
貨
幣
限
界
殻
用
又
は
貨
幣
償
値
は
、
一
枇
命
日
会
閤
ー
と
し
て
の
貨
物
欲
望
量
〈
撃
備
金
〉
と
貨
幣
存
在
量
〈
所
得
)
と

の
闘
係
そ
の
も
の
で
あ
る
。
日
疋
に
於
て
か
、
今
枇
曾
に
存
在
す
る
貨
幣
の
糟
畳
一
炉
前
者
に
古
る
も
の
と
見
て
而
し

♂

田

:
-
v
ν
9
町
?
弘
、
、
.
一
【
二
、
ノ
、

i

【

'
i
l
-
-
一

}

引

A

く

l
-
一

r
l

次
に
時
過
貨
幣
の
畑
山
門
立
つ
二
，
a

ペ
ヱ
グ

1
ω
一
子
乙
心
U
V
」
後
者
で
ぷ
る
と
し
て
之
が
}
M
に
r
L
一日

】ハ

す
と
き
は
、
祉
曾
的
な
る
貨
幣
の
限
界
致
用
叉
は
貨
幣
債
値
は

E
ー
で
あ
志
。
然
る
に
そ
れ
は
素
朴
な
る
意
味
に

て
の
貨
幣
の
流
通
速
度
又
は
貨
幣
の
致
率
(
何
虫
色
町
三
可
)
と
云
は
る
、
子
も
の
の
逆
数
で
あ
る
。
か
く
し
て
私
は
、

)

i

z

H
ハ

個
人
的
な
る
貨
幣
の
主
観
的
債
依

ι終
合
カ
出
「
と
レ
ふ
枇
曾
的
な
る
貨
鮮
の
主
観
的
債
値
と
な
っ
て
現
ば
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
貨
幣
流
遁
速
度
の
建
敢
な
る
が
故
に
、
要
す
る
に
俗
に
金
廻
り
が
よ
い
と
一
去
は
る
う
際
は

貨
幣
債
値
の
小
な
る
と
き
で
め
っ
て
、
そ
れ
が
物
債
勝
負
の
原
因
と
な
り
、
反
針
に
金
廻
り
の
わ
る
さ
と
き
は
貨

幣
債
値
の
大
な
る
際
で
あ
っ
て
そ
れ
が
物
債
の
下
落
を
導
〈
、
と
云
ふ
が
如
〈
に
貨
幣
債
値
が
物
債
に
影
響
を
及

ぼ
す
も
の
と
考
へ
る
。

貨
幣
自
憾
の
限
界
効
用

第
四
十
巻

大

O
九

第

~11主

t二



貨
幣
向
槍
の
限
界
効
用

第
間
十
巻

第

放

i¥. 

六
一

O

回

財
の
限
界
効
用
は
純
粋
主
観
的
に
は
財
自
臨
に
卦
す
る
欲
望
と
財
の
存
在
量
と
の
闘
係
に
基
き
て
成
立
す
る
、

と
見
る
と
き
、
斯
の
如
き
意
味
の
限
界
致
加
は
、
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
従
来
如
何
な
る
人
々
に
よ
っ
て
耐
し
て
如

何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
説
か
れ
来
つ
七
で
あ
ら
ふ
か
ο

部
ち
私
は
次
に
、
共
意
闘
に
つ
い
て
は
別
問
題
で
J

の
る
が

共
結
果
に
於
て
布
の
如
く
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
、
と
一
五
ひ
梓
る
が
如
き
一
二
皐
者
の
限
界
効
用
問
論
的
な
る
貨
幣

制
航
八
d
dピ
拍
車
ド
招
介
寸
治
、
，

一
般
に
は
貨
幣
の
主
観
的
債
値
又
は
貨
幣
の
限
界
殻
用
の
理
論
に
関
聯
し
て
最
も
屡
冷
ミ

l
ゼ
ス
教
技
の
名
が

口
に
せ
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
私
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
問
題
と
せ
ら
る
〉
ミ

l
ゼ
ス
の
貨
幣
債
値
理
論
に
は
限
界

放
用
理
論
が
存
在
せ
十
し
て
、
寧
ろ
彼
の
貨
幣
理
論
の
他
の
筒
所
に
於
て
そ
れ
が
後
見
せ
ら
れ
る
。
葦
、
ミ

l
ゼ

ス
は
貨
幣
の
債
値
を
主
観
的
交
換
債
値
、
客
観
的
交
換
債
値
、
内
部
客
観
的
交
換
債
値
な
ど
の
種
類
に
分
つ
の
で

あ
る
が
、
貨
幣
に
は
主
観
的
使
用
慣
値
は
存
在
せ
や
、
そ
れ
に
嘗
る
も
の
は
貨
幣
に
於
て
は
主
観
的
交
換
債
値
で

あ
る
、
と
す
る
ミ

l
ゼ
ス
に
於
て
は
、
主
観
的
交
換
債
値
の
説
明
が
貨
幣
偵
値
の
本
源
的
説
明
に
営
る
も
の
ん
}
せ

ら
れ
亡
。

h
y
〈
し
て
ミ
!
ゼ
ス
は
知
ら
る
〉
如
〈
貨
幣
債
値
の
歴
史
性
と
い
ふ
説
明
方
法
に
よ
り
、
貨
幣
の
慎
値

は
初
め
貨
幣
が
貨
幣
と
な
る
際
の
貨
幣
貨
物
の
限
界
致
用
に
そ
れ
の
根
元
金
色
つ
、
と
説
明
し
た
。
併
し
な
が
ら

既
に
ヒ

Y
シ
ユ
も
云
ふ
が
如
く
、
右
に
於
て
は
ミ

l
ゼ
ス
は
貨
幣
債
値
の
問
題
を
現
在
よ
り
過
去
へ
押
し
遣
る
の

み
で
あ
っ
て
決
し
て
こ
れ
を
解
決
し
て
お
ら
ぬ
。
ま
た
貨
鮮
の
最
初
の
貨
物
債
値
と
し
て
の
交
換
債
値
に
つ
い
て

初
め
て
限
界
致
用
理
論
の
遁
用
炉
見
ら
れ
る
、
と
い
ふ
に
至
つ
て
は
、
そ
れ
は
貨
幣
の
限
界
致
用
を
論
守
る
に
あ

Flirsch， a. a. 0.， SS. 127， 129 13) 



ら
十
し
て
貨
物
の
限
界
放
用
を
説
く
も
の
で
あ
る
、
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

蓋
、
ミ

l
ゼ
ス
は
、
貨
幣
経
漕
に
於
て
は
問
題
と
な
し
得
な
い
所
の
一
、
自
然
躍
漕
的
な
る
使
用
慣
値
の
概
念
を

貨
幣
の
債
値
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
債
値
の
読
明
白
ι
難
佐
な
ら
し
め
た
。
私
に
よ
れ
ば
貨
幣
経
済

的
な
る
貨
幣
の
主
制
倒
的
債
値
(
自
然
経
溌
の
使
用
償
値
に
劃
す
る
利
用
償
値
)
は
、
ミ

I
ゼ
ス
に
於
て
内
部
客
観
的
交
換
便
値

と
一
去
は
る
h

も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
ミ
!
ゼ
ス
に
よ
れ
ば
客
観
的
交
換
債
値
の
襲
動
に
謝
し
て
原
因
を
な

す
色
の
と
見
ら
れ
る
。
印
ち
私
に
於
け
る
債
格
の
要
因
と
し
て
の
貨
幣
の
債
値
が
ま
た
そ
れ
で
あ
る
。
回
定
に
於
て

か
、
ミ
l
J
t
λ

が
若
し
貨
幣
の
内
部
客
観
的
交
換
償
値
に
つ
い
て
限
界
効
用
珂
論
的
の
説
明
合
行
ふ
も
の
と
す
れ

ば
、
五
U

J

伊
は
彼
い
か
貨
幣
の
限
界
致
用
ド
闘
す
る
説
明
を
共
助
r

ト
於

τ試
み
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る

に
、
ミ

1
1
J
L
は
貨
幣
の
内
部
容
制
的
交
拘
関
値
式
、
貨
幣
需
軒
(
(
い
の
一
円
刊
誌
円
}
川
町
田
品
内
)
L
r
一昨日航
U

供
給
(
山
町
一
戸
一
E
d
m
S
3
)

と
の
閥
係
に
基
き
て
鍾
動
す
る
と
し
、
而
し
て
其
説
明
に
於
て
貨
幣
需
要
を
貨
幣
欲
望
(
の
巾
E
Z
Eる
と
し
而
し

て
貨
幣
供
給
を
貨
幣
存
在
畳
(
の
m
E
g『
『
巳
)
と
す
る

Q

一
克
よ
り
師
に
云
ふ
が
如
く
ミ

1
ゼ
ス
の
意
味
に
於
げ
る
貨

幣
欲
望
と
貨
幣
存
在
量
と
は
寄
人
に
於
け
る
そ
れ
等
の
色
の
と
同
一
で
は
な
い
が
、
併
し
貨
幣
白
檀
に
劃
す
る
評

債
が
認
め
ら
る
冶
所
の
ミ

1
ゼ
ス
の
貨
幣
便
値
に
闘
す
る
需
要
供
給
読
は
、
ぞ
れ
は
根
本
に
於
て
な
に
於
け
る
貨

幣
限
界
致
用
の
理
論
に
通
十
る
所
め
る
も
の
と
一
疋
ひ
得
る
。
但
し
、
在
は
荻
に
ミ

l
ゼ
ス
の
需
要
供
給
説
を
そ
の

ま
3

に
紹
介
す
る
の
能
地
を
も
た
ぬ
。

ア
ア
タ
巾
ノ
オ
ン
は
、
限
界
致
用
の
概
念
に
は
量
の
要
素
と
質
の
要
素
と
が
結
び
付
い
て
お
る
、
と
云
ふ
黙
に
於

て
限
界
致
用
概
念
を
正
嘗
に
解
蒋
す
る
皐
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
次
に
彼
は
ク
イ
ィ
ザ
ア

l
の
所
得
説
を
批
評
し

貨
待
自
捜
の
限
界
効
用

第
三
撹

一
二
九

第
同
十
巻

ムノ、

:r.，.fi:o;es， a. a. 0.， S，. 115 参照
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貨
幣
自
慌
の
限
界
効
用

第
三
就
・
一
=
一
O

第
四
十
巻

大

て
、
所
得
設
が
貨
幣
債
値
に
闘
す
る
量
的
要
素
と
し
て
所
得
を
左
る
は
可
な
る
も
此
設
に
於
て
は
貨
幣
に
つ
い
て

何
等
猫
立
的
な
る
質
的
要
素
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
て
、
所
得
誌
が
限
界
致
用
開
論
的
の
貨
幣
債
値
説

た
り
相
特
訓
さ
る
こ
と
を
説
け
る
は
、
最
も
私
の
意
を
得
た
る
鮒
で
あ
る
。

所
得
試
に
於
て
は
貨
幣
存
在
設
に
暫
し
て
岡
宥
の
意
味
に
於
げ
る
貨
幣
需
要
(
丘
町

E
E
E
C
な
る
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
、
此
説
に
於
て
は
、

需
要
は
貨
幣
に
艶
寸
品
需
要
で
は
な
(
貨
幣
仁
親
は
れ

T
る
貨
物
需
要
の
こ
と
で
あ
る

(
4
5
F
C
2号
2
E
E
Eロ
0
5
5
E
2よ
5
F

国

O

唱
す
か
く
し
で
、
ゥ
イ
ィ
ザ
ア

1
、
シ
ユ
ム
ペ
ヱ
タ

1
、
ボ
ル
ト
キ
l
ウ
イ
ソ
ザ
隼
に
於
げ
る
所
得
説
は
、
貨
幣
償
附
決
定
め
要
素
は
、
所
持

1
慌
杭

1
段
物
抗
市
川
火
山
三
者
T
あ
る
1
2
9
0
4
の
F

一
山
志
一
か
、
帝
人
に
よ
れ
ば
斯
山
知
h
貨
幣
ヌ
は
所
川
村
の
限
界
効
用
以
昆
じ
反
射
的
の
限
界
効
用

で
め
っ
て
、
貨
幣
そ
の
も
の
〉
限
界
効
用
で
は
な
い
。

右
の
却
く
、
ア
フ
タ
u
ノ
オ
ン
が
所
得
設
に
反
劃
し
て
、
次
に
貨
幣
白
躍
に
劃
す
る
許
債
を
以
て
貨
幣
債
値
に
於

け
る
質
的
要
素
と
看
倣
さ
ん
と
す
る
に
至
つ
て
の
か
れ
の
貨
幣
債
値
概
念
は
忍
に
於
け
る
貨
幣
白
躍
の
限
界
致

用
の
概
念
に
一
致
す
る
も
の
と
云
ひ
得
る
。
か
く
し
て
、
ァ
プ
タ
η
ノ
オ
シ
は
、
今
或
二
人
に
於
て
商
品
に
闘
す
る

致
用
曲
線
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
貨
幣
の
致
用
曲
線
が
同
一
な
ら
ぎ
る
と
き
に
は
、
こ
の
二
人
は
商
品

に
劃
す
る
同
一
の
需
要
叉
は
供
給
の
曲
線
を
も
っ
て
市
場
に
現
は
れ
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
、
商
品
に
劃
す
る
需

要
又
は
供
給
の
曲
線
は
商
品
効
用
と
貨
幣
致
用
と
の
こ
種
の
曲
線
の
結
果
で
あ
る
と
見
て
お
る
。
而
し
て
結
局
彼

は
、
商
品
一
九
割
す
る
需
要
供
給
の
曲
線
ぞ
貨
幣
の
側
に
於
て
説
明
す
る
こ
と
が
、
貨
幣
理
論
の
主
た
る
任
務
で
あ

る
、
と
一
五
ふ
。
ァ
フ
タ
り
ノ
オ
ン
教
授
は
右
の
如
き
貨
幣
致
用
の
曲
線
を
且
(
睦
的
に
説
明
す
る
所
が
な
か
っ
た
と
は

云
へ
、
併
し
根
本
的
に
は
私
が
試
み
る
が
如
き
貨
幣
限
界
致
用
の
説
明
方
法
を
是
認
す
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
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